
（１／３）

１．基本事項 作成日

担当課 担当係 管理番号

第
２
次
総
合
計
画

事業区分 自治事務 法定受託事務
対象拡大　　　有

計
画
施
策
名

行
政
分
野
別

根拠法令
個別計画

等

事業概要

目的
※何のために

対象
※誰・何を対象に

手段
※どのように

成果
※何を求めるか

執行体制 市職員 一部委託 全部委託 指定管理
市民ボラ
ンティア

ＮＰＯ
民間団体

その他（　　　　　　）

を構成する
予算事業

会計区分 款 項 目 細事業名 前年度決算額（円）

本事業の
主な業務

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

２．事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円
区　　　分

年度別計画

事
　
業
　
費

予算（現額）

決算額

財
源
内
訳

国支出金

県支出金

地方債

他特定財源

一般財源

人
件
費

従事職員数(人)

人件費相当試算
※１

(総事業費試算)

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

サービス拡充　有
■ □

01 02 02 01

□

□

00331

事務事業評価表

中項目

大項目

事務事業

事務事業

主要プロジェクト

基本戦略

小項目

200002 将来に向けた持続可能なまちづくり

200006 みんなで創る協働のまち（協働・行政経営）

平成31年01月23日(水)

諸税賦課事務

諸税賦課事務費

市民税課 税制係

02

00

00

00

00

総務費
02

00

00

00

00

徴税費一般会計
01

00

00

00

00

税務総務費

3127

200003 行財政運営の推進
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３．評価指標

グ
ラ
フ
表
示

区分

指標名
目標値

単
位

実績値

年度別目標値の設定根拠

実績値の出所・算出式

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

目標値

実績値

年度別目標値の設定根拠

４．観点別評価 （A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動
（意図した活動を
　行っているか）

目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明

成果
（意図した成果が
　上がっているか）

目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明

効率性
（効率的に事務を
　行っているか）

目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度
改善・改革案

達成状況
及び

その効果

目
標
な
し

活動指標１

活動指標２

活動指標３

成果指標１

活動指標４

　

‐

Ａ

事務事業評価表
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６．所属長評価（今後の方向性）

担当課 担当係 管理番号

① 現状のまま継続 委託化等の検討
評価の内容説明

② 見直して継続 成果向上のための改善

③ 拡充・重点化（コスト投入） 効率化のための改善

④ 目的達成による終了 事業規模の縮小

⑤ 廃止を検討 他の事務事業と統合

評価者

７．改善改革プランと今後の課題

改善・改革案

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題

９．評価指標グラフ

区分 指標名

区分 指標名

区分 指標名

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

事務事業

■

□

□

□

□

□

□

□

□

□

事務事業評価表

諸税賦課事務 市民税課 税制係

活動指標１

活動指標３

活動指標４

3127

軽自動車課税台数

たばこ税調定額

軽自動車税調定額

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

目標値

実績値

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

目標値

実績値

0
50

100
150
200
250
300
350
400

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

目標値

実績値


	PTXTKEIKAKU: 地方税法、深谷市税条例、深谷市税条例施行規則
	PTXTGAIYOU: 本事業は、軽自動車等の所有者等に対し軽自動車税を賦課し、また、たばこ卸売販売事業者から納付のあったたばこ税の調定を行うものである。軽自動車税においては、軽自動車税申告書等に基づき登録・廃車等の入力処理を行い、４月１日現在の所有者等に対して課税処理を行い納税通知書を送付する。たばこ税においては、毎月提出されるたばこ税申告書に基づき調定事務を行う。
	PTXTMOKUTEKI: 市政運営の財源となる税収の確保
	PTXTTAISYOU: 軽自動車税については、４月１日に軽自動車等を所有する方。たばこ税については、たばこ卸売販売を行う事業者。
	PTXTSYUDAN: 軽自動車税については、軽自動車税申告書等に基づいて課税処理を行う。たばこ税については、たばこ税申告書に基づいて調定事務を行う。
	PTXTSEIKA: 適正な課税及び調定を実施する。
	PCHKTAISEI1: ■
	PCHKTAISEI2: ■
	PCHKTAISEI3: □
	PCHKTAISEI4: □
	PCHKTAISEI5: □
	PCHKTAISEI6: □
	PCHKTAISEI7: □
	PTXTSONOTA: 
	PTXTKESSAN1: 5990269
	PTXTKESSAN2: 0
	PTXTKESSAN3: 0
	PTXTKESSAN4: 0
	PTXTKESSAN5: 0
	PTXTGYOMU1: 軽自動車税電算システムの変更・修正
	PTXTGYOMU2: 軽自動車税の賦課（登録、廃車等）
	PTXTGYOMU3: 軽自動車税の減免
	PTXTGYOMU4: 課税客体の実態把握
	PTXTGYOMU5: 軽自動車税納税通知書の発送
	PTXTGYOMU6: 原動機付自転車標識等の交付
	PTXTGYOMU7: たばこ税の申告受付
	PTXTGYOMU8: 入湯税の申告受付
	PTXTGYOMU9: 軽自動車税、たばこ税及び入湯税の調定
	PTXTGYOMU10: 
	PTXTGYOMU11: 
	PTXTGYOMU12: 
	DUMMY1: 
	DUMMY2: 
	DUMMY3: 
	DUMMY4: 
	DUMMY5: 
	DUMMY6: 
	PTXTKEIKAKU1_101: 軽自動車税の賦課（登録、廃車等
	PTXTKEIKAKU1_201: 軽自動車税納税通知書の発送
	PTXTKEIKAKU1_301: 軽自動車税の引上げ（軽２輪等）
	PTXTYOSAN01: 7852000
	PTXTKESSAN01: 6530584
	PTXTKUNI_SISYUTU01: 0
	PTXTKEN_SISYUTU01: 0
	PTXTCHIHOUSAI01: 0
	PTXTTOKUTEI01: 113500
	PTXTIPPAN01: 6417084
	PTXTMEMBER01: 2.4
	PTXTSISAN01: 18163200
	PTXTCOST01: 0
	PTXTJIGYOHI01: 24693784
	PTXTKEIKAKU2_1: 軽自動車税の賦課（登録、廃車等
	PTXTKEIKAKU3_1: 軽自動車税の賦課（登録、廃車等
	PTXTKEIKAKU4_1: 軽自動車税の賦課（登録、廃車等
	PTXTKEIKAKU5_1: 軽自動車税の賦課（登録、廃車等
	PTXTKEIKAKU6_1: 軽自動車税の賦課（登録、廃車等
	PTXTKEIKAKU2_2: 軽自動車税納税通知書の発送
	PTXTKEIKAKU3_2: 軽自動車税納税通知書の発送
	PTXTKEIKAKU4_2: 軽自動車税納税通知書の発送
	PTXTKEIKAKU5_2: 軽自動車税納税通知書の発送
	PTXTKEIKAKU6_2: 軽自動車税納税通知書の発送
	PTXTKEIKAKU2_3: 
	PTXTKEIKAKU3_3: 
	PTXTKEIKAKU4_3: 環境性能割の創設
	PTXTKEIKAKU5_3: 
	PTXTKEIKAKU6_3: 
	PTXTYOSAN02: 6763000
	PTXTYOSAN03: 10358000
	PTXTYOSAN04: 10201000
	PTXTYOSAN05: 10358000
	PTXTYOSAN06: 10358000
	PTXTKESSAN02: 5990269
	PTXTKESSAN03: 0
	PTXTKESSAN04: 0
	PTXTKESSAN05: 0
	PTXTKESSAN06: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU02: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU03: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU04: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU05: 0
	PTXTKUNI_SISYUTU06: 0
	PTXTKEN_SISYUTU02: 0
	PTXTKEN_SISYUTU03: 0
	PTXTKEN_SISYUTU04: 0
	PTXTKEN_SISYUTU05: 0
	PTXTKEN_SISYUTU06: 0
	PTXTCHIHOUSAI02: 0
	PTXTCHIHOUSAI03: 0
	PTXTCHIHOUSAI04: 0
	PTXTCHIHOUSAI05: 0
	PTXTCHIHOUSAI06: 0
	PTXTTOKUTEI02: 98000
	PTXTTOKUTEI03: 81000
	PTXTTOKUTEI04: 80000
	PTXTTOKUTEI05: 81000
	PTXTTOKUTEI06: 81000
	PTXTIPPAN02: 5892269
	PTXTIPPAN03: 10277000
	PTXTIPPAN04: 10121000
	PTXTIPPAN05: 10277000
	PTXTIPPAN06: 10277000
	PTXTMEMBER02: 2.4
	PTXTMEMBER03: 2.35
	PTXTMEMBER04: 2.35
	PTXTMEMBER05: 2.35
	PTXTMEMBER06: 2.35
	PTXTSISAN02: 18669600
	PTXTSISAN03: 18567350.00
	PTXTSISAN04: 18567350.00
	PTXTSISAN05: 18567350.00
	PTXTSISAN06: 18567350.00
	PTXTCOST02: 0
	PTXTCOST03: 0
	PTXTCOST04: 0
	PTXTCOST05: 0
	PTXTCOST06: 0
	PTXTJIGYOHI02: 24659869
	PTXTJIGYOHI03: 28925350
	PTXTJIGYOHI04: 28768350
	PTXTJIGYOHI05: 28925350
	PTXTJIGYOHI06: 28925350
	NENDO1: 平成28年度
	NENDO2: 平成29年度
	NENDO3: 平成30年度
	NENDO4: 平成31年度
	NENDO5: 平成32年度
	NENDO6: 平成33年度
	HID_KAINEN: 平成29年度
	HID_JIMJIG_CD: 000130
	HID_RIREKI_NO: 27
	HID_GYOMU_EDA1: 1
	HID_GYOMU_EDA2: 2
	HID_GYOMU_EDA3: 3
	HID_GYOMU_EDA4: 4
	HID_GYOMU_EDA5: 5
	HID_GYOMU_EDA6: 6
	HID_GYOMU_EDA7: 7
	HID_GYOMU_EDA8: 8
	HID_GYOMU_EDA9: 9
	HID_GYOMU_EDA10: 10
	HID_GYOMU_EDA11: 11
	HID_GYOMU_EDA12: 12
	ERRMSG: 
	PTXTJNKNTA: 
	PCHK1: ■
	PCHK2: □
	PCHK3: ■
	PCHK4: □
	PCHK5: ■
	PCHK6: □
	PTXTSIHYONM1_1: 軽自動車課税台数
	PTXTSIKI1: 決算時の課税台数
	KATUDOU: 軽自動車税については、課税台数の増加（平成２８年度と比べ２２５台の増）や税率改正が要因となって、平成２８年度と比べ約１，６００万円増加した。また、たばこ税については、喫煙率の低下や加熱式たばこの普及により、平成２８年度と比べ約６，５００万円減少した。
	SEIKA: 諸税の賦課に関する誤りは、０件であった。
	PTXTNAME: 税制係長　荻野　邦夫
	PTXTSIHYONM1_2: 
	PTXTSIHYONM2_1: たばこ税申告納付社数
	PTXTSIHYONM2_2: 
	PTXTSIHYONM3_1: たばこ税調定額
	PTXTSIHYONM3_2: 
	PTXTSIHYONM4_1: 諸税の賦課に関する誤り件数
	PTXTSIHYONM4_2: 
	PTXTSIHYONM5_1: 軽自動車税調定額
	PTXTSIHYONM5_2: 
	PTXTSIHYONM6_1: 
	PTXTSIHYONM6_2: 
	PTXTSIKI2: 決算時納付社数
	PTXTSIKI3: 決算時調定額
	PTXTSIKI4: 実際の誤り件数
	PTXTSIKI5: 決算時調定額
	PTXTSIKI6: 
	PTXTTANI1: 台
	PTXTTANI2: 社
	PTXTTANI3: 百万円
	PTXTTANI4: 件
	PTXTTANI5: 百万円
	PTXTTANI6: 
	MOKUHYO1_1: 
	MOKUHYO2_1: 
	MOKUHYO3_1: 
	MOKUHYO4_1: 
	MOKUHYO5_1: 
	MOKUHYO6_1: 
	KONKYO6: 
	KONKYO5: 軽自動車課税台数に変動があるため目標値の設定ができない
	KONKYO4: 適正な課税を行うため、誤り件数の目標値を０件とする
	KONKYO3: 申告納付になるので目標値の設定ができない
	KONKYO2: 申告納付になるので目標値の設定ができない
	KONKYO1: 軽自動車課税台数に変動があるため目標値の設定ができない
	JISSEKI1_1: 59920
	JISSEKI2_1: 0
	JISSEKI3_1: 0
	JISSEKI4_1: 0
	JISSEKI5_1: 0
	JISSEKI6_1: 0
	SIKI1_1: 
	MOKUHYO1_2: 
	JISSEKI1_2: 2
	SIKI1_2: 
	MOKUHYO1_3: 
	JISSEKI1_3: 974.29
	SIKI1_3: 
	MOKUHYO1_4: 0
	JISSEKI1_4: 0
	SIKI1_4: 
	MOKUHYO1_5: 
	JISSEKI1_5: 383.61
	SIKI1_5: 
	MOKUHYO1_6: 0
	JISSEKI1_6: 0
	SIKI1_6: 
	SIKI2_1: 
	MOKUHYO2_2: 
	JISSEKI2_2: 0
	SIKI2_2: 
	MOKUHYO2_3: 
	JISSEKI2_3: 0
	SIKI2_3: 
	MOKUHYO2_4: 0
	JISSEKI2_4: 0
	SIKI2_4: 
	MOKUHYO2_5: 
	JISSEKI2_5: 0
	SIKI2_5: 
	MOKUHYO2_6: 0
	JISSEKI2_6: 0
	SIKI2_6: 
	SIKI3_1: 
	MOKUHYO3_2: 
	JISSEKI3_2: 0
	SIKI3_2: 
	MOKUHYO3_3: 
	JISSEKI3_3: 0
	SIKI3_3: 
	MOKUHYO3_4: 0
	JISSEKI3_4: 0
	SIKI3_4: 
	MOKUHYO3_5: 
	JISSEKI3_5: 0
	SIKI3_5: 
	MOKUHYO3_6: 0
	JISSEKI3_6: 0
	SIKI3_6: 
	SIKI4_1: 
	MOKUHYO4_2: 
	JISSEKI4_2: 0
	SIKI4_2: 
	MOKUHYO4_3: 
	JISSEKI4_3: 0
	SIKI4_3: 
	MOKUHYO4_4: 0
	JISSEKI4_4: 0
	SIKI4_4: 
	MOKUHYO4_5: 
	JISSEKI4_5: 0
	SIKI4_5: 
	MOKUHYO4_6: 0
	JISSEKI4_6: 0
	SIKI4_6: 
	SIKI5_1: 
	MOKUHYO5_2: 
	JISSEKI5_2: 0
	SIKI5_2: 
	MOKUHYO5_3: 
	JISSEKI5_3: 0
	SIKI5_3: 
	MOKUHYO5_4: 0
	JISSEKI5_4: 0
	SIKI5_4: 
	MOKUHYO5_5: 
	JISSEKI5_5: 0
	SIKI5_5: 
	MOKUHYO5_6: 0
	JISSEKI5_6: 0
	SIKI5_6: 
	SIKI6_1: 
	MOKUHYO6_2: 
	JISSEKI6_2: 0
	SIKI6_2: 
	MOKUHYO6_3: 
	JISSEKI6_3: 0
	SIKI6_3: 
	MOKUHYO6_4: 0
	JISSEKI6_4: 0
	SIKI6_4: 
	MOKUHYO6_5: 
	JISSEKI6_5: 0
	SIKI6_5: 
	MOKUHYO6_6: 0
	JISSEKI6_6: 0
	SIKI6_6: 
	HID_SIHYO_EDA1: 1
	HID_SIHYO_EDA2: 1
	HID_SIHYO_EDA3: 1
	HID_SIHYO_EDA4: 1
	HID_SIHYO_EDA5: 1
	HID_SIHYO_EDA6: 1
	2NENDO1: 平成29年度
	2NENDO2: 平成30年度
	2NENDO3: 平成31年度
	2NENDO4: 平成32年度
	2NENDO5: 平成33年度
	2NENDO6: 平成34年度
	HID_SIHYO_KB1: 1
	HID_SIHYO_KB2: 2
	HID_SIHYO_KB3: 3
	HID_SIHYO_KB4: 4
	HID_SIHYO_KB5: A
	HID_SIHYO_KB6: 
	KOUKA: ・軽自動車税システムを制度改正に応じて改修を行った。また、軽自動車税システムへの入力誤り等人為的ミスのチェックを強化した。これらにより、課税誤りもなく、適正に課税をすることができた。・例年よりも範囲を広げ、軽自動車税が滞納となっている車両５６９台の実態調査を行った。その結果、所有実態のない車両６５台の登録を抹消することができた。
	KAIZEN: 適正課税に向けて以下のことを実施する。１．軽自動車税システムの改修を行い、平成２９年度税制改正に応じた事務処理を確実に実施する。２．実態調査を強化し、所有実態のない軽自動車の登録を抹消する。
	PMOKCHK1: ■
	PMOKCHK2: ■
	PMOKCHK3: ■
	PMOKCHK4: □
	PMOKCHK5: ■
	PMOKCHK6: □
	KOURITUSEI: 
	NAME: 市民税課長　村岡　圭吾
	PTXTKAIZEN: 　軽自動車税については、税率の改正や重課・軽課の導入など制度が大きく変わった。また、平成３１年１０月からは環境性能割の導入が予定されている。軽自動車税の賦課事務を適正に行うため職員の共通理解を図り、事務処理に誤りがないように取り組んでいく必要がある。　また、実態調査で所有者に会えず、所有の有無の確認ができなかった車両などを中心に、引き続き実態調査を行い、所有実態のない車両の登録を抹消する。
	PTXTKADAI: 適正に課税ができるよう、制度改正に係る情報の共有と安定したシステムの運用を行う必要がある。
	PTXTSETUMEI: システムを制度改正に応じ改修した。また、入力誤り等のチェックを強化するなどして、課税誤りもなく、適正に課税することができた。今後、軽自動車税については、制度が大きく変わっていくことから、事務処理に誤りがないように取り組んでいく必要がある。また、軽自動車等を所有していないにもかかわらず、課税となっている車両も見受けられるため、これらへの対応も引き続き行っていく必要がある。


